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 「第 18 回ビジット・ジャパン FIT フェア」におけるプロモーション業務 要求水準書 

 

この要求水準書は、山形市（以下、「本市」とする。）が目指すタイ王国からのインバウン

ド誘客の促進に向けて、「第 18 回ビジット・ジャパン FIT フェア」におけるプロモーショ

ン業務（以下「本業務」という。）を委託するに当たり必要な事項を指示するものとする。 

 

１ 業務委託名 

  「第 18 回ビジット・ジャパン FIT フェア」におけるプロモーション業務委託 

 

２ 履行場所 

  タイ王国、本市ほか 

 

３ 委託期間 

令和 8 年９月１日から令和８年１１月３０日まで 

 

４ 業務の目的 

  本市では、持続可能なまちづくりを推進するため、観光による地域経済の活性化に取り

組んでいる。インバウンド誘客の促進に向けては、アジア圏においても重点的に海外プロ

モーションを展開している。 

とりわけタイ王国については、日本が旅行先として高い人気を維持しているほか、   

FIT（個人旅行）を中心に訪日需要が堅調に推移している市場である。また、蔵王の樹氷

や温泉、山寺をはじめとする本市の観光資源は、タイ人旅行者の関心が高い自然、四季、

体験型観光との親和性が高く、今後さらなる誘客拡大が期待できる。 

これらを踏まえ、本業務ではタイ王国において開催される「第 18 回ビジット・ジャパ

ン FIT フェア」への出展及びプロモーションを通じて、本市の認知度向上及び誘客促進

を図るとともに、蔵王温泉スキー場や山寺をフックとした市内観光の回遊性向上につな

げ、地域経済の発展に寄与することを目的とする。 

 

５ 業務内容 

受託者は、本業務の目的を踏まえ、「第 18 回ビジット・ジャパン FIT フェア」への出展

に係る以下の業務を行うものとする。 

なお、業務の実施にあたっては、事前に本市と協議の上、実施すること。 

⑴ ブースの設置、装飾、運営及び撤去 

令和８年１０月１６日（金）から令和８年１０月１８日（日）までタイ王国で開催さ

れる「第 18 回ビジット・ジャパン FIT フェア」への出展にあたり、以下ア〜ウの内容

についてブースの設置、運営及び撤去を行うこと。 

なお、出展するブース（１ブース）については、次のとおりとする。 
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   出展するブース（１ブース）については、あらかじめ、山形市において確保済みであ

り、ブース確保に係る出展費用（３４万円 非課税）については山形市において支払

うものとする。 

    山形市が支払う出展費用（３４万円）には、次の費用が含まれている。 

    ・社名版 

    ・受付テーブル 

    ・椅子 

    ・スポットライト 

    ・コンセント 

    ・ダストボックス 

詳細については、日本政府観光局催訪日旅行フェア 第 18 回 FIT フェアへの日

本側出展団体募集」を参照すること。 

   （参考 URL https://www.jnto.go.jp/news/nf20260424_1.pdf） 

  ア ブースの装飾 

    本市が確保済みのブース（１ブース）において、壁面パネル（横３ｍ×奥行２ｍ×

高さ２．５ｍ）等の装飾を行うこと。 

イ ブースの運営 

  出展ブースの運営を行うこと。なお、運営補助を行うため、本市職員１名が参加す

るものとする。（当該本市職員に係る旅費は委託料に含めない。） 

ウ 備品等及び通訳の手配 

ブース運営に必要な備品、機材及び通訳を手配すること。なお、通訳は１日につき

２名以上配置するものとする。 

⑵ 社員の随行 

「第 18 回ビジット・ジャパン FIT フェア」への出展及び現地でのコーディネートに

あたり、受託者の社員最低１名以上が随行するものとする。なお、当該随行者の旅費は

委託料に含めることができる。 

⑶ パンフレット等の海外輸送 

会場等で使用するパンフレット、ノベルティ等について、日本から現地への輸送を行

うこと。 

⑷ 通信機器等の手配 

現地での業務実施に必要な通信機器等を手配すること。 

 

６ 成果物等の作成及び提出 

  本業務が完了したときは、速やかに以下の成果物を提出すること。 

⑴ 成果物 

事業完了報告書（任意様式） 

データ（ＰＤＦ形式）のほか、紙媒体で正副各１部を提出すること。 

https://www.jnto.go.jp/news/nf20260424_1.pdf
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⑵ 委託業務完了報告書 

   山形市が指定する様式によること。 

⑶ 提出期限 

    令和８年１１月３０日 

 

７ 業務の再委託 

 再委託を行ってはならない。ただし、あらかじめ書面により本市の承諾を得た場合は、こ

の限りではない。再委託を受託する者は、本業務で課される遵守すべき事項を守らなければ

ならない。遵守事項に違反した場合は、受託者が賠償責任を負うものとする。 

 

８ 守秘義務 

⑴ 本業務の履行に関して知り得た事項は第三者に漏らしてはならず、本業務が完了し

た後も同様とする。 

⑵ 本業務の履行に関して知り得た事項を役員・従業員等であっても、本業務を履行する

ために知る必要のある者以外に漏えい又は開示してはならない。 

 

９ 知的財産権の帰属等 

⑴  本業務の成果物について、受託者は、本業務の受託以前に受託者が権利を有するも

のを除き、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条、第２２条、第２２条の２、

第２３条、第２６条の２、第２６条の３、第２７条及び第２８章に定める権利を含む

全ての著作権を本市に無償で譲渡するものとし、本市が独占的に使用するものとする。 

⑵  受託者は、本市及び第三者に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、第

三者をして行使させないものとする。また、受託者が本業務の成果物に係る著作権を

自ら使用し、又は第三者をして使用させる場合、本市と協議すること。 

⑶  本業務の実施に必要となる第三者が権利を有する工業所有権及び著作権等につい

ては、全て受託者の責任において当該工業所有権及び著作権等の使用に必要な費用を

負担し、使用承認等に係る一切の手続きを行うこと。なお、この場合、受託者は、当

該著作権者の仕様許諾条件につき、本市の承認を得ること。 

⑷  本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生

じた場合は、当該紛争の原因が本市の責めに帰す場合を除き、受託者の責任と負担に

おいて一切の処理をすること。 

 

１０ その他 

⑴  業務の実施にあたっては、随時本市と協議するものとする。 

⑵  受託者の責めに帰すべき理由により、本市又は第三者に損害を与えた場合、受託

者がその損害を賠償すること。 

 ⑶ 本仕様書において、明示なき事項または疑義が生じた場合、本市と協議すること。 


